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佛
蘭
西
革
命
と
奈
破
崙
(
第
三
囘
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

高
田 

友 

(
十
一
) 

 

テ
ル
ミ
ド
ổ
ル
の
反
動
(
一
七
九
四
)
の
後
、
穩
健
派
、
國
民
公
會
を
制
す
。
か
く
て
獨
裁
政
治
は
終
焉

を
迎
へ
た
り
と
い
へ
ど
も
、
飜
つ
て
經
濟
政
策
逼
塞
す
る
に
至
る
。
自
由
を
認
め
た
る
が
ゆ
ゑ
に
物
價
上
昇

す
れ
ば
、
思
ひ
き
や
、
サ
ン
キ
ἁ
ロ
ỿ
ト
運
動
(
無
產
者
の
權
利
擴
大
運
動
)
抑
壓
せ
ら
れ
て
、
白
色
テ
ロ

(
反
革
命
テ
ロ
)
隆
盛
を
窮
め
む
と
は
。 

 

一
七
九
五
年
、
國
民
公
會
は
新
憲
法
を
制
定
し
、
制
限
選
擧
(
基
準
は
財
產
額
)
に
よ
る
二
院
制
の
議
會

の
上
に
總
裁
政
府
の
君
臨
す
る
體
制
定
れ
り
。 

 

制
限
選
挙
と
は
言
ひ
條 で

う

、
成
人
男
子
七
百
萬
の
う
ち
、
五
百
萬
人
に
參
政
權
を
與
へ
た
れ
ば
、
普
通
選
擧

と
言
ひ
て
大
過
な
か
ら
む
。 

 

總
裁
政
府
は
十
月
に
成
立
。
總
裁
五
人
あ
り
て
共
同
統
治
、
每
年
一
人
づ
つ
改
選
せ
ら
る
と
の
定
め
な
り

き
。 

 

然
り
と
雖
も
、右
派
も
左
派
も
こ
れ
に
飽
く
な
く
、政
局
の
混
亂
え
や
は
筆
舌
に
盡
す
べ
き
。
然

而

し
か
り
し
か
う
し
て

、

憤
懣
の
外
に
向
ひ
た
れ
ば
な
ら
む
か
、
異
國

と
つ
く
に

と
戰
ふ
や
赫
々
た
る
勝
利
の
續
く
、
實 げ

に
歷
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ổ

と
こ
そ
は
な
り
に
け
れ
。 

(
十
一
) 

 

こ
こ
に
頭
を
擡
げ
た
る
が
奈
破
崙
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
(1769

Ộ1821

)。
伊
太
利
系
佛
蘭
西
人
に
し
て
、
高

田
屋
嘉
兵
衞
と
生
年
を
同
じ
う
す
。
一
八
一
五
年
、
奈
破
崙
を
破
つ
て
破
滅
に
陷

お
と
し
い

れ
た
る
ウ
エ
リ
ン
ト
ン

將
軍
(
後
に
首
相
)、
三
箇
月
半
前
に
生
誕
し
て
あ
り
き
。 

 

此
人
、
コ
ル
シ
カ
島
の
貴
族
の
息
子
な
り
し
が
、
コ
ル
シ
カ
島
は
奈
破
崙
の
生
ま
る
る
前
年
ま
で
は
「
ジ

ỽ
ノ
ヴ
Ỻ
共
和
國
」(
伊
太
利
の
藩
國
と
い
ふ
べ
き
か
)
の
領
土
な
り
き
。
ジ
ỽ
ノ
ヴ
Ỻ
經
濟
危
機
に
陷
り

た
る
が
ゆ
ゑ
に
、
國
土
の
一
部
を
佛
蘭
西
に
賣
り
拂
ふ
を
餘
儀
な
く
せ
ら
れ
、
奈
破
崙
生
誕
の
を
り
に
は
、

佛
蘭
西
領
と
は
化
し
た
り
け
り
。
奈
破
崙
な
る
字

あ
ざ
な

も
、
漢
字
な
れ
ば
東
洋
人
か
と
思
ひ
き
や
、
當
初
は
ナ

ポ
レ
オ
ổ
ネ
と
讀
み
て
伊
太
利
風
の
發
音
な
り
き
。
幼
沖
に
し
て
佛
蘭
西
へ
渡
り
、
佛
蘭
西
語
を
學
び
た
る

は
そ
れ
よ
り
後
な
り
き
。 

 

然

則

し
か
ら
ば
す
な
は
ち

、
奈
破
崙
は
伊
太
利
人
に
て
あ
ら
ず
や
と
の
議
論
、
死
後
二
百
年
を
經
る
も
絶
ゆ
る
な
し
。 

 

奈
破
崙
は
佛
蘭
西
の
士
官
学
校
を
卒 を

へ
た
り
き
。
成
績
は
褒
む
る
に
は
價
せ
ざ
れ
ど
も
、
數
學
と
世
界
史

の
み
は
秀
逸
な
り
き
と
の
傳
說
あ
り
て
、
栴
檀
は
嫩
葉
よ
り
芳
し
と
評
す
る
の
人
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。 

 

砲
兵
將
校
と
な
り
て
革
命
軍
に
加
は
り
、
總
裁
政
府
成
立
せ
む
と
す
る
に
當
り
て
、
王
黨
派
鎭
壓
に
功
を

成
し
て
名
を
擧
ぐ
。
他
の
將
校
い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
臆
し
て
拱
手
傍
觀
す
る
に
、
奈
破
崙
ひ
と
り
躊
躇
な
く
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群
衆
に
砲
撃
を
加
へ
た
り
と
は
、
豈
本
朝
信
⾧
を
彷
彿
せ
し
め
ざ
ら
む
や
。 

 

一
七
九
六
年
二
十
七
歲
と
い
ふ
に
伊
太
利
方
面
軍
司
令
官
に
任
ぜ
ら
る
。
時
失
せ
ず
し
て
出
擊
の
機
會

を
得
、
サ
ル
デ
ỻ
ニ
ア
と
墺
太
利
の
聯
合
軍
を
擊
破
す
。
剩
へ
、
墺
太
利
を
恫
喝
し
て
、「
カ
ン
ポ
・
フ
Ỿ

ル
ミ
オ
の
和
約
」
を
締
結
し
、
第
一
囘
對
佛
大
同
盟
を
壞
滅
せ
し
め
た
り
。 

(
十
二
) 

 

一
七
九
八
年
、
奈
破
崙
は
埃
及

エ
ヂ
プ
ト

へ
遠
征
し
、
大
勝
を
博
し
て
此
地
を
占
領
す
。
當
時
埃
及
は
英
國
に
支
配

せ
ら
れ
た
れ
ば
、
す
な
は
ち
英 イ

吉 ギ
リ

利 ス

を
叩
き
た
り
と
の
義
な
り
。
然
る
に
、
奈
破
崙
は
陸
軍
。
陸
軍
は
戰
捷

に
歡
呼
す
る
と
い
ふ
に
海
軍
は
慘
敗
を
喫
す
。
佛
蘭
西
艦
隊
、
ア
ブ
キ
ổ
ル
(
埃
及
の
灣
)
に
英
國
ネ
ル
ソ

ン
の
艦
隊
と
戰
ひ
て
全
滅
し
、
奈
破
崙
は
援
軍
を
失
ひ
て
埃
及
に
孤
立
す
る
に
至
る
。
已
而

す
で
に
し
て

、
英
・
墺
・

露
は
第
二
囘
對
佛
大
同
盟
を
結
成
し
、
佛
蘭
西
包
圍
網
を
完
成
せ
む
と
す
。
而
し
て
國
內
に
て
は
政
局
混
亂

し
て
已
ま
ず
。
こ
れ
を
知
つ
た
る
奈
破
崙
、
軍
を
埃
及
に
放
置
し
た
る
ま
ま
、
五
百
人
の
親
兵
を
率
ゐ
て
佛

蘭
西
へ
歸
還
し
、
我
が
意
を
通
さ
む
と
圖
る
。 

 

政
府
高
官
の
中
に
て
奈
破
崙
を
支
持
す
る
一
派
あ
り
、
ク
ổ
デ
タ
ổ
計
畫
を
立
案
す
。
中
に
兩
人
あ
り
、

身
命
擲

な
げ
う

つ
て
若
き
英
雄
を
支
ふ
。
す
な
は
ち
、
後
の
奈
破
崙
政
權
の
中
核
た
る
タ
レ
ổ
ラ
ン
と
フ
ổ
シ
ỽ

な
り
き
。 

(
已

や
ん
ぬ

哉
る
か
な

、
表
裏

へ
う
り

定
ま
り
な
き
は
世
の
習
ひ
と
こ
そ
は
い
へ
、
十
五
年
の
後
タ
レ
ổ
ラ
ン
は
奈
破
崙
に
背
反

し
て
自
ら
は
ウ
ỻ
ổ
ン
會
議
を
主
催
、
歐
羅
巴
の
運
命
を
我
が
手
に
握
る
。
フ
ổ
シ
ỽ
は
奈
破
崙
の
下
に
警

察
廳
⾧
官
な
り
し
所
、
タ
レ
ổ
ラ
ン
と
共
謀
し
て
奈
破
崙
の
爲
に
ユ
ダ
と
な
る
。
然
而
つ
ひ
に
は
タ
レ
ổ
ラ

ン
に
逐
は
れ
て
野
垂
れ
死
に
の
非
運
を
味
は
ひ
た
り
と
は
) 

 

ブ
リ
ἁ
メ
ổ
ル
(
霧
月
)
十
八
日
、
太
陽
曆
に
て
は
一
七
九
九
年
十
一
月
九
日
、
奈
破
崙
は
軍
を
動
員
し

て
總
裁
政
府
を
打
倒
し
、「
臨
時
統
領
政
府
」
を
樹
立
す
。
改
め
て
憲
法
改
正
せ
ら
れ
、
國
民
投
票
あ
り
て

奈
破
崙
は
過
半
の
支
持
を
得
る
に
至
る
。
三
人
の
統
領
選
出
せ
ら
れ
て
、
政
府
の
頂
點
に
立
つ
制
度
と
は
な

り
た
り
け
り
。
第
一
統
領
に
選
ば
れ
た
る
、
今
や
佛
蘭
西
の
寵
兒
と
な
り
た
る
奈
破
崙
な
り
し
は
言
ふ
に
及

ば
ず
。 

 

第
一
統
領
と
な
り
た
る
も
戰
鬪
指
導
を
停
止
し
た
る
に
は
あ
ら
ず
。
電
光
石
火
の
如
く
に
墺
太
利
に
侵

入
し
、
一
八
〇
一
年
に
は
勝
利
を
得
て
媾
和
を
ぞ
強
ふ
る
。 

 

而
し
て
英
國
。
奈
破
崙
と
對
決
し
て
あ
り
し
英
首
相
は
小
ピ
ỿ
ト
な
り
し
が
、
漸
く
失
政
あ
り
て
退
陣
、

政
權
の
座
は
ア
デ
ỻ
ン
ト
ン
に
移
る
。
新
首
相
は
宥
和
派
な
れ
ば
戰
は
ず
し
て
屈
し
、
一
八
〇
二
年
、「
ア

ミ
ア
ン
の
和
約
」
を
締
結
す
る
に
至
る
。 

 

前
年
、
一
八
〇
一
年
に
は
ロ
ổ
マ
敎
皇
廳
と
「
宗
敎
協
約
(
コ
ン
コ
ル
ダ
ổ
ト
)」
を
結
ぶ
。
革
命
政
府

は
基
督
敎
を
彈
壓
し
、
ヴ
Ỻ
チ
カ
ン
と
斷
交
す
る
に
至
り
て
あ
れ
ど
、
奈
破
崙
こ
れ
を
撤
囘
し
て
、
背
敎
の



3 

 

汚
名
を
免
れ
む
と
す
。
佛
蘭
西
に
カ
ト
リ
ỿ
ク
を
復
活
せ
し
め
た
り
と
い
ひ
て
過
言
な
ら
ざ
る
べ
し
。 

 

露
西
亞
と
は
未
だ
干
戈

か
ん
か

を
交
ふ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
こ
の
後
一
八
〇
四
年
ま
で
、
奈
破
崙
戰
爭
は
休
戰
狀

態
に
ぞ
入
り
ん
ぬ
る
。 

 

國
內
に
て
は
奈
破
崙
の
衆
望
い
や
が
上
に
も
赫
々
た
る
も
の
あ
り
、
ア
ミ
ア
ン
の
和
約
成
り
て
こ
そ
は

終
身
統
領
に
選
出
せ
ら
れ
た
れ
。
こ
の
時
期
奈
破
崙
第
一
の
功
績
は
「
奈
破
崙
法
典
」
の
制
定
な
り
き
。「
私

有
財
產
の
絕
對
」
お
よ
び
「
法
の
下
の
平
等
」
を
規
定
し
た
る
は
革
命
の
集
大
成
な
り
と
言
ひ
て
何
爲

な
ん
す
れ
ぞ

指

彈
せ
ら
る
る
の
所
以
あ
る
べ
け
む
。 

(
令
和
七
年
四
月
二
十
四
日
) 


